
緊急事態宣言の再延長について 

 

緊急事態宣言が６月２０日まで、再び延長されました。 

県内では重症病床の使用率が依然として高い水準で推移するなど、

医療体制のひっ迫が続いており、引き続いての対策が必要なことから、

三木市においても施設の使用制限などを継続いたします。 

皆さまには引き続いてご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお

願い申し上げます。 

現在、三木市ではワクチン接種に全力をあげて取り組んでいます。 

ワクチン接種の予約につきましては、電話、ファックス、インターネットに

より受付を行っています。予約手続きのご負担を少しでも軽減できるよ

う、電話回線の増強や公民館での予約代行など、体制の強化を行って

おります。国からのワクチン供給についても予定通り順調に配分が進ん

でいます。 

三木市独自の大規模接種会場となる旧志染中学校での 22 日から

の接種開始に向けて、待合所や駐車場の整備を図り、体制を構築して

まいりますので、どうぞご安心ください。 

市民の皆さまには、今しばらく感染拡大の防止に万全の取組をお願

いいたします。 
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